
資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【基本目標１】：健康で、安心して暮らせるまちを形成します 【基本目標１】：健康で、安心して暮らせるまちを形成します

【取り組み方針①】：1-1　空気と水をきれいにする 【取り組み方針①】：1-1　空気と水をきれいにする

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 1-1-1　大気環境の保全 【町の取り組み】 1-1-1　大気環境の保全

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

県と連携して大気汚
染防止法等の法令に
基づく規制、基準の
遵守について指導し
ます。

1-1-1-1 環境課 継続

県と連携して大気汚
染防止法等の法令に
基づく規制、基準の
遵守について指導し
ます。

1-1-1-1 環境課

屋外焼却（野焼き）
について法令等に基
づく規制・指導を徹
底するとともに、屋
外焼却防止の普及・
啓発を推進します。

1-1-1-2 環境課 継続

屋外焼却（野焼き）
について法令等に基
づく規制・指導を徹
底するとともに、屋
外焼却防止の普及・
啓発を推進します。

1-1-1-2 環境課

自動車からの排気
ガス抑制に向けた
取り組みを推進し
ます

アイドリングストッ
プをはじめとするエ
コドライブを促進と
ノーカーデーを呼び
かけます。

1-1-1-3 環境課 継続

自動車からの排気
ガス抑制に向けた
取り組みを推進し
ます

アイドリングストッ
プをはじめとするエ
コドライブを促進と
ノーカーデーを呼び
かけます。

1-1-1-3 環境課

（続き）
自動車からの排気
ガス抑制に向けた
取り組みを推進し
ます

燃料電池自動車、電
気自動車、天然ガス
自動車、ハイブリッ
ド自動車などの低公
害車や次世代自動車
の利用を促進しま
す。

1-1-1-4 環境課 継続

（続き）
自動車からの排気
ガス抑制に向けた
取り組みを推進し
ます

燃料電池自動車、電
気自動車、天然ガス
自動車、ハイブリッ
ド自動車などの低公
害車や次世代自動車
の利用を促進しま
す。

1-1-1-4 環境課

町内の大気環境に係
る調査を実施しま
す。

1-1-1-5 環境課 継続
町内の大気環境に係
る調査を実施しま
す。

1-1-1-5 環境課

日常生活や事業活動
における大気汚染の
防止に資する取り組
み等について、町民
や事業者に情報提供
を行います。

1-1-1-6 環境課 継続

日常生活や事業活動
における大気汚染の
防止に資する取り組
み等について、町民
や事業者に情報提供
を行います。

1-1-1-6 環境課

関係機関と連携を図
りながら、大気汚染
関連情報の収集を行
い、公害苦情相談に
適切に対応し、その
解決に努めます。

1-1-1-7 環境課 継続

関係機関と連携を図
りながら、大気汚染
関連情報の収集を行
い、公害苦情相談に
適切に対応し、その
解決に努めます。

1-1-1-7 環境課

工場・事業所等か
らの大気汚染防止
を推進します

大気汚染に係る情
報収集、情報提供
を図ります

大気汚染防止につながる低公害車の利用
促進として位置付けていたが、地球温暖
化対策にも再掲で載せる必要があると考
える。

取り組みの課題等

大気汚染に係る情
報収集、情報提供
を図ります

課題を踏まえ、地球温暖化対策にも具体的な取り
組みとして掲載する。

修正意見

工場・事業所等か
らの大気汚染防止
を推進します
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【町の取り組み】 1-1-2　水質環境の保全 【町の取り組み】 1-1-2　水質環境の保全

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

県と連携して水質汚
染防止法等の法令に
基づく規制、基準の
遵守について指導し
ます。

1-1-2-1 環境課 継続

県と連携して水質汚
染防止法等の法令に
基づく規制、基準の
遵守について指導し
ます。

1-1-2-1 環境課

公共下水道へ接続す
る工場・事業所から
の排水について水質
検査を行います。

1-1-2-2 下水道課 継続

公共下水道へ接続す
る工場・事業所から
の排水について水質
検査を行います。

1-1-2-2 下水道課

水質事故・水質汚濁
の原因究明と発生防
止に努めます。

1-1-2-3 環境課 継続
水質事故・水質汚濁
の原因究明と発生防
止に努めます。

1-1-2-3 環境課

生活排水に対する配
慮についての情報提
供を行います。

1-1-2-4 環境課 継続
生活排水に対する配
慮についての情報提
供を行います。

1-1-2-4 環境課

下水道事業計画に基
づいた計画的・効率
的な下水道の整備を
進めます。

1-1-2-5 下水道課 継続

下水道事業計画に基
づいた計画的・効率
的な下水道の整備を
進めます。

1-1-2-5 下水道課

公共下水道への接続
を促進します。

1-1-2-6 下水道課 継続
公共下水道への接続
を促進します。

1-1-2-6 下水道課

老朽化した下水道の
計画的な維持管理・
整備を進めます。

1-1-2-7 下水道課

老朽化した下水道の
計画的な維持管理・
整備を進めます。

1-1-2-7 下水道課

農業排水対策を推
進します

農業排水に関連する
指導や啓発等を実施
します。

1-1-2-8 農政課 継続
農業排水対策を推
進します

農業排水に関連する
指導や啓発等を実施
します。

1-1-2-8 農政課

町内の河川等の水質
に係る調査を実施し
ます。

1-1-2-9 環境課 継続
町内の河川等の水質
に係る調査を実施し
ます。

1-1-2-9 環境課

日常生活や事業活動
における水質汚濁の
防止に資する取り組
み等について、町民
や事業者に情報提供
を行います。

1-1-2-10 環境課 継続

日常生活や事業活動
における水質汚濁の
防止に資する取り組
み等について、町民
や事業者に情報提供
を行います。

1-1-2-10 環境課

関係機関と連携を図
りながら、水質汚濁
関連情報の収集を行
い、公害苦情相談に
適切に対応し、その
解決に努めます。

1-1-2-11 環境課 継続

関係機関と連携を図
りながら、有機フッ
素化合物（PFAS）
等の水質汚濁関連情
報の収集を行い、公
害苦情相談に適切に
対応し、その解決に
努めます。（R6修
正）

1-1-2-11 環境課

工場・事業所から
の水質汚濁防止を
推進します

ほぼ全ての事業所が適正に水質管理を行っている
が、水質基準を超過する事業所が時折見受けられ
る。

有機フッ素化合物（PFAS）の暫定基準
超過が県内も含めて日本中で見られてい
ることから、水質汚濁関連情報の収集の
中で、これに関する情報収集も行うこと
を明記する必要がある。
※PFASの中でも代表的な物質である
PFOS・PFOAは令和5年２月に水質汚
濁防止法の指定物質に追加された。

布設後30年以上が経過した下水道施設が多く、
50年経過した施設も出始めており、補修事業を
進める職員も少ないため維持補修が追いついてい
ない。

水質汚濁や地下水
汚染に係る情報収
集、情報提供を図
ります

生活排水対策を推
進します

現状として市街化区域の整備はほぼ完了しており
市街化調整区域の下水道整備を進めているが、家
屋密集地域ではないため費用対効果が悪いことか
ら、集合処理（下水道整備）は、R9年度以降は
個別処理とする方向で庁内・議会と調整済み

供用開始後3年以上を経過しても接続に応じない
家屋の対応に苦慮している。

取り組みの課題等

課題を踏まえ、具体的な取り組みを修正した。

水質汚濁や地下水
汚染に係る情報収
集、情報提供を図
ります

生活排水対策を推
進します

修正意見

工場・事業所から
の水質汚濁防止を
推進します
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■空気と水をきれいにするための環境指標 ■空気と水をきれいにするための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

N02の各測定箇所
での環境基準達成
率

100% 1-1-1-1 環境課 100％ 100％ 100％ 100％ 継続

N02の各測定箇所
での環境基準達成
率

100% 1-1-1-1 環境課 100％ 100％ 100％

SPMの各測定箇所
での環境基準達成
率

100% 1-1-1-2 環境課 100％ 100％ 100％ 100％ 継続
SPMの各測定箇所
での環境基準達成
率

100% 1-1-1-2 環境課 100％ 100％ 100％

町内における電気
自動車導入累積台
数

68台 1-1-1-3 環境課 88台 108台 128台 138台 継続

町内における電気
自動車導入累積台
数

68台 1-1-1-3 環境課 88台 108台 128台

工場、事業所から
の排水基準の適合
率

県測定　100％
下水道課測定

77.8％
1-1-2-1

環境課
下水道課

100％
100％

100％
100％

100％
100％

80.0％
94.44％

継続
工場、事業所から
の排水基準の適合
率

県測定
100％

下水道課測
定　77.8％

1-1-2-1
環境課
下水道課

100％
100％

100％
100％

100％
100％

公共下水道人口普
及率

93.19% 1-1-2-2 下水道課 94.60％ 95.72％ 96.85% 93.58% 継続
公共下水道人口普
及率

93.19% 1-1-2-2 下水道課
93.64％

（R6修正）
93.66％

（R6修正）
93.66％

（R6修正）

現状として市街化区域の整備は
ほぼ完了しており市街化調整区
域の下水道整備を進めている
が、家屋密集地域ではないため
費用対効果が悪いことから、集
合処理（下水道整備）は、R9
年度以降は個別処理とする方向
で庁内・議会と調整済み。
後期目標では、下水道接続率促
進と合併浄化槽への転換と合わ
せた生活排水処理率を指標とし
た方がよいと思われます。

公共下水道水洗化
率（下水道供用済
人口比）

97.59% 1-1-2-3 下水道課 98.09% 98.49％ 98.89％ 98.05％ 継続
公共下水道水洗化
率（下水道供用済
人口比）

97.59% 1-1-2-3 下水道課
98.18％

（R6修正）
98.44％

（R6修正）
98.57％

（R6修正）

水洗化率＝水洗化人口/処理区
域人口

水洗化率は「水洗化人口」及び
「処理区域人口」から求めら
れ、各指標とも転入転出等の人
口の動きに影響され、人口推移
から大きな増要因が見込まれな
い。また、そもそもの未水洗化
人口が少なく、水洗化に至って
も、水洗化率への跳ね返りが小
さいため、目標値を修正した。

BODの環境基準適
合率
・目久尻川
・小出川
・一之宮幹線（一
之宮第２排水路）

100％
20.8％
83.3％

1-1-2-4 環境課

100％
29.2％
91.7％

100％
37.5％
100％

100％
41.7％
100％

91.7％
0.0％

58.3％
継続

直近では小出川の
BODは平均５mg程度
（環境基準値3mｇ以
下）で推移している
が、現行の目標値の達
成は困難であり下方修
正が必要。

BODの環境基準適
合率
・目久尻川
・小出川
・一之宮幹線（一
之宮第２排水路）

100％
20.8％
83.3％

1-1-2-4 環境課

100％
29.2％
91.7％

100％
29.2％

（R6修正）
100％

100％
29.2％

（R6修正）
100％

前期の目標値29.2％を据え
置くこととした。

地下水の環境基準
適合率（４年毎の
県メッシュ調査井
戸における適合
率）

71.4% 1-1-2-5 環境課 71.4％ 85.7％ 100％ 66.7％ 継続

地下水の環境基準
適合率（４年毎の
県メッシュ調査井
戸における適合
率）

71.4% 1-1-2-5 環境課 71.4％ 85.7％ 100％

公害苦情件数
・大気汚染に係る
苦情件数

11件
（屋外焼却含む）

1-1-1-4 環境課 11件 継続
公害苦情件数
・大気汚染に係る
苦情件数

11件
（屋外焼却

含む）
1-1-1-4 環境課

水質事故件数
・水質事故に係る
対応件数

5件 1-1-2-6 環境課 0件 継続
水質事故件数
・水質事故に係る
対応件数

5件 1-1-2-6 環境課

毎年、前年度より減らす

毎年、前年度より減らす

毎年、前年度より減らす

毎年、前年度より減らす
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【取り組み方針②】：1-2　生活に不快感を与える騒音や悪臭等を防止する 【取り組み方針②】：1-2　生活に不快感を与える騒音や悪臭等を防止する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 1-2-1　騒音・振動の防止 【町の取り組み】 1-2-1　騒音・振動の防止

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

騒音規制法や振動規
制法等に基づく規
制、基準の遵守につ
いて指導します。

1-2-1-1 環境課 継続

騒音規制法や振動規
制法等に基づく規
制、基準の遵守につ
いて指導します。

1-2-1-1 環境課

公共工事における騒
音・振動への配慮を
徹底します。

1-2-1-2
公共工事発注課
（道路課）
（下水道課）

継続
公共工事における騒
音・振動への配慮を
徹底します。

1-2-1-2
公共工事発注課
（道路課）
（下水道課）

幹線道路網の整備に
より、生活道路への
通過交通量を削減し
ます。

1-2-1-3 都市計画課 継続

幹線道路網の整備に
より、生活道路への
通過交通量を削減し
ます。

1-2-1-3 都市計画課

道路の維持補修等に
よる道路面の適正な
維持・管理に努めま
す。

1-2-1-4 道路課 継続

道路の維持補修等に
よる道路面の適正な
維持・管理に努めま
す。

1-2-1-4 道路課

交通量の多い幹線道
路については、関係
機関と連携し、騒
音、振動の低減対策
に努めます。

1-2-1-5 道路課 継続

交通量の多い幹線道
路については、関係
機関と連携し、騒
音、振動の低減対策
に努めます。

1-2-1-5 道路課

アイドリングストッ
プをはじめとするエ
コドライブを促進し
ます。【再掲】

1-2-1-6 環境課 継続

アイドリングストッ
プをはじめとするエ
コドライブを促進し
ます。【再掲】

1-2-1-6 環境課

町内の騒音・振動に
係る調査を実施しま
す。

1-2-1-7 環境課 継続
町内の騒音・振動に
係る調査を実施しま
す。

1-2-1-7 環境課

日常生活や事業活動
における騒音・振動
の防止に資する取り
組み等について、町
民や事業者に情報提
供を行います。

1-2-1-8 環境課 継続

日常生活や事業活動
における騒音・振動
の防止に資する取り
組み等について、町
民や事業者に情報提
供を行います。

1-2-1-8 環境課

関係機関と連携を図
りながら、騒音・振
動関連情報の収集を
行い、公害苦情相談
に適切に対応し、そ
の解決に努めます。

1-2-1-9 環境課 継続

関係機関と連携を図
りながら、騒音・振
動関連情報の収集を
行い、公害苦情相談
に適切に対応し、そ
の解決に努めます。

1-2-1-9 環境課

騒音・振動に係る
情報収集、情報提
供を図ります

道路交通騒音・振
動の防止を推進し
ます

工場・事業所、建
設作業等からの騒
音・振動の防止を
推進します

取り組みの課題等

工場・事業所、建
設作業等からの騒
音・振動の防止を
推進します

修正意見

騒音・振動に係る
情報収集、情報提
供を図ります

道路交通騒音・振
動の防止を推進し
ます
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【町の取り組み】 1-2-2　悪臭の防止 【町の取り組み】 1-2-2　悪臭の防止

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

悪臭防止法等に基づ
く規制、基準の遵守
について指導しま
す。

1-2-2-1 環境課 継続

悪臭防止法等に基づ
く規制、基準の遵守
について指導しま
す。

1-2-2-1 環境課

家畜排せつ物の管理
の適正化及び利用の
促進に関する法律に
基づく規制、基準の
遵守について指導し
ます。

1-2-2-2 農政課 継続

家畜排せつ物の管理
の適正化及び利用の
促進に関する法律に
基づく規制、基準の
遵守について指導し
ます。

1-2-2-2 農政課

町内の臭気に係る調
査を実施します。

1-2-2-3 環境課 継続
町内の臭気に係る調
査を実施します。

1-2-2-3 環境課

日常生活や事業活動
における悪臭の防止
に資する取り組み等
について、町民や事
業者に情報提供を行
います。

1-2-2-4 環境課 継続

日常生活や事業活動
における悪臭の防止
に資する取り組み等
について、町民や事
業者に情報提供を行
います。

1-2-2-4 環境課

関係機関と連携を図
りながら、悪臭関連
情報の収集を行い、
公害苦情相談に適切
に対応し、その解決
に努めます。

1-2-2-5 環境課 継続

関係機関と連携を図
りながら、悪臭関連
情報の収集を行い、
公害苦情相談に適切
に対応し、その解決
に努めます。

1-2-2-5 環境課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■騒音や悪臭を防止するための環境指標 ■騒音や悪臭を防止するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

道路交通騒音の環
境基準達成率

100% 1-2-1-1 環境課 100％／年 100％／年 100％／年 100％／年 継続
道路交通騒音の環
境基準達成率

100% 1-2-1-1 環境課 100％／年 100％／年 100％／年

道路交通振動の要
請限度達成率

100% 1-2-1-2 環境課 100％／年 100％／年 100％／年 100％／年 継続
道路交通振動の要
請限度達成率

100% 1-2-1-2 環境課 100％／年 100％／年 100％／年

臭気の規制基準値
の達成状況

100% 1-2-2-1 環境課 100％／年 100％／年 100％／年 100％／年 継続
臭気の規制基準値
の達成状況

100% 1-2-2-1 環境課 100％／年 100％／年 100％／年

公害苦情件数
・騒音に係る苦情
・振動に係る苦情
・悪臭に係る苦情

17件
1件
6件

1-2-1-3
1-2-1-4
1-2-2-2

環境課
2件
0件
4件

継続

公害苦情件数
・騒音に係る苦情
・振動に係る苦情
・悪臭に係る苦情

17件
1件
6件

1-2-1-3
1-2-1-4
1-2-2-2

環境課毎年、前年度より減らす

悪臭に係る情報収
集、情報提供を図
ります

取り組みの課題等

工場・事業所、畜
産からの悪臭の防
止を推進します

悪臭に係る情報収
集、情報提供を図
ります

毎年、前年度より減らす

修正意見

工場・事業所、畜
産からの悪臭の防
止を推進します
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【取り組み方針③】：1-3　災害・事故時等の生活環境対策を推進する 【取り組み方針③】：1-3　災害・事故時等の生活環境対策を推進する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】
【町の取り組み】 1-3-1　有害化学物質の漏洩、災害・事故時の流出等における生活環境対策 【町の取り組み】 1-3-1　有害化学物質の漏洩、災害・事故時の流出等における生活環境対策

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

県と連携してダイオ
キシン類対策特別措
置法等に基づく規
制・基準の遵守につ
いて指導します。

1-3-1-1 環境課 継続

県と連携してダイオ
キシン類対策特別措
置法等に基づく規
制・基準の遵守につ
いて指導します。

1-3-1-1 環境課

県と連携して工場・
事業所等からの有害
化学物質によるリス
クを減らすため、
PRTR制度の趣旨に
基づく自主管理の徹
底を図るよう指導し
ます。

1-3-1-2 環境課 継続

県と連携して工場・
事業所等からの有害
化学物質によるリス
クを減らすため、
PRTR制度の趣旨に
基づく自主管理の徹
底を図るよう指導し
ます。

1-3-1-2 環境課

農薬、除草剤等の適
正使用や管理につい
て指導に務めます。

1-3-1-3 農政課 継続
農薬、除草剤等の適
正使用や管理につい
て指導に務めます。

1-3-1-3 農政課

分別収集の徹底等適
正な廃棄物処理を推
進し、有害ごみによ
る汚染を未然に防止
するように努めま
す。

1-3-1-4 環境課 継続

分別収集の徹底等適
正な廃棄物処理を推
進し、有害ごみによ
る汚染を未然に防止
するように努めま
す。

1-3-1-4 環境課

災害・事故時におけ
る有害化学物質の漏
洩等について関係機
関と共に適切に対応
します。

1-3-1-5 環境課 継続

災害・事故時におけ
る有害化学物質の漏
洩等について関係機
関と共に適切に対応
します。

1-3-1-5 環境課

町内におけるダイオ
キシン類に係る調査
を実施します。

1-3-1-6 環境課 継続
町内におけるダイオ
キシン類に係る調査
を実施します。

1-3-1-6

放射性物質につい
て、必要に応じた測
定を行い安全性につ
いて監視するととも
に、町民に対して情
報提供を行います。

1-3-1-7 環境課 継続

放射性物質につい
て、必要に応じた測
定を行い安全性につ
いて監視するととも
に、町民に対して情
報提供を行います。

1-3-1-7 環境課

有害化学物質に係
る情報収集、情報
提供を図ります

有害化学物質の漏
洩防止を推進しま
す

取り組みの課題等

有害化学物質に係
る情報収集、情報
提供を図ります

有害化学物質の漏
洩防止を推進しま
す

修正意見
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【町の取り組み】 1-3-2　土壌汚染、地盤沈下の防止 【町の取り組み】 1-3-2　土壌汚染、地盤沈下の防止

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

土壌汚染、地盤沈
下の防止を推進し
ます

土壌汚染、地盤沈下
を防止するため、法
令などに基づく規
制、基準の遵守につ
いて指導します。

1-3-2-1 環境課 継続
土壌汚染、地盤沈
下の防止を推進し
ます

土壌汚染、地盤沈下
を防止するため、法
令などに基づく規
制、基準の遵守につ
いて指導します。

1-3-2-1 環境課

町内における地盤沈
下に係る調査を実施
します。

1-3-2-2 環境課 継続
町内における地盤沈
下に係る調査を実施
します。

1-3-2-2 環境課

事業所による地下水
の揚水量、地下水位
の状況を把握しま
す。

1-3-2-3 環境課 廃止

事業所による地下水
の揚水量、地下水位
の状況を把握しま
す。

1-3-2-3 環境課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■災害・事故時等の生活環境対策を推進するための環境指標 ■災害・事故時等の生活環境対策を推進するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

ダイオキシン類の
大気調査における
最大値

最大値0.031pg-
TEQ/㎥

1-3-1-1 環境課
0.0081pg-

TEQ/㎥
継続

ダイオキシン類の
大気調査における
最大値

最大値
0.031pg-

TEQ/㎥
1-3-1-1 環境課

ダイオキシン類の
水質調査における
最大値

最大値0.28pg-
TEQ/ｌ

1-3-1-2 環境課
0.32pg-
TEQ/㎥

継続
ダイオキシン類の
水質調査における
最大値

最大値
0.28pg-
TEQ/ｌ

1-3-1-2 環境課

ダイオキシン類の
土壌調査における
最大値

最大値3.8pg-
TEQ/g

1-3-1-3 環境課
2.4pg-
TEQ/㎥

継続
ダイオキシン類の
土壌調査における
最大値

最大値
3.8pg-
TEQ/g

1-3-1-3 環境課

ダイオキシン類の
底質調査における
最大値

最大値4.9pg-
TEQ/g

1-3-1-4 環境課
3.1pg-
TEQ/㎥

継続
ダイオキシン類の
底質調査における
最大値

最大値
4.9pg-
TEQ/g

1-3-1-4 環境課

地盤沈下の状況
2㎝以上沈下した水準
点なし(調査地点20地

点)
1-3-2-1 環境課

年間2ｃｍ以上
沈下した水準点

なし
継続 地盤沈下の状況

2㎝以上沈下
した水準点
なし(調査地
点20地点)

1-3-2-1 環境課年間2㎝以上沈下した水準点がないこと

環境基準値
（0.6pg-TEQ/㎥）

以下の維持

環境基準値
（1.0pg-TEQ/ｌ）

以下の維持

環境基準値
（1,000pg-TEQ/g）

以下の維持

環境基準値
（150pg-TEQ/g）

以下の維持

土壌汚染、地盤沈
下に係る情報収集
を行います

令和４年度より、県条例許可井戸の地下水利用に
関する企業等からの報告書については、町を経由
せず直接、県に報告されることとなり、地下水位
等の状況把握については必要に応じて県に働きか
けることから廃止。

取り組みの課題等

環境基準値
（1,000pg-TEQ/g）

以下の維持

環境基準値
（150pg-TEQ/g）

以下の維持

年間2㎝以上沈下した水準点がないこと

土壌汚染、地盤沈
下に係る情報収集
を行います 課題を踏まえ、廃止とする。なお、地下水位等の異常が確

認された場合は、速やかに県と連携して対応する。

修正意見

環境基準値
（0.6pg-TEQ/㎥）

以下の維持

環境基準値
（1.0pg-TEQ/ｌ）

以下の維持
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【基本目標２】：歴史とともに育まれた自然と共生します 【基本目標２】：歴史とともに育まれた自然と共生します

【取り組み方針①】：2-1　農地を保全し、農地の持つ環境保全機能を強化・活用する 【取り組み方針①】：2-1　農地を保全し、農地の持つ環境保全機能を強化・活用する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 2-1-1　農地の保全、活用 【町の取り組み】 2-1-1　農地の保全、活用

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

遊休農地の解消に努
めます。

2-1-1-1 農政課 継続
遊休農地の解消に努
めます。

2-1-1-1 農政課

農地の認定農業者等
への集約化を推進し
ます。

2-1-1-2 農政課 継続
農地の認定農業者等
への集約化を推進し
ます。

2-1-1-2 農政課

地域の農業育成と地
場農産物の品質向上
を推進します。

2-1-1-3 農政課 継続
地域の農業育成と地
場農産物の品質向上
を推進します。

2-1-1-3 農政課

地産地消を推進しま
す。

2-1-1-4 農政課 継続
地産地消を推進しま
す。

2-1-1-4 農政課

エコファーマー制度
の登録・認定に関す
る普及啓発を推進し
ます。

2-1-1-5 農政課 継続

エコファーマー制度
の登録・認定に関す
る普及啓発を推進し
ます。

2-1-1-5 農政課

家庭菜園の利用を促
進します。

2-1-1-6 農政課 継続
家庭菜園の利用を促
進します。

2-1-1-6 農政課

農業体験を支援しま
す。

2-1-1-7 農政課 継続
農業体験を支援しま
す。

2-1-1-7 農政課

環境保全型農業を推
進します。

2-1-1-8 農政課 継続
環境保全型農業を推
進します。

2-1-1-8 農政課

農地の持つ、生物多
様性・貯水・気温調
整等の役割を活用し
ます。

2-1-1-9 農政課 継続

農地の持つ、生物多
様性・貯水・気温調
整等の役割を活用し
ます。

2-1-1-9 農政課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■農地を保全し、農地の持つ環境保全機能を強化、活用するための環境指標 ■農地を保全し、農地の持つ環境保全機能を強化、活用するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・後

期（R14)
達成目標・
中期（R10)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

遊休農地面積 3.47ha 2-1-1-1 農政課 3.3ha 3.1ha 3.2ha 2.1ha 継続 遊休農地面積 3.47ha 2-1-1-1 農政課 3.3ha 3.2ha 3.1ha

農産物直売施設数 24箇所 2-1-1-2 農政課 24箇所 継続 農産物直売施設数 24箇所 2-1-1-2 農政課

家庭菜園区画数 179区画 2-1-1-3 農政課 185区画 継続 家庭菜園区画数 179区画 2-1-1-3 農政課

エコファーマー制
度認定農家数

5戸 2-1-1-4 農政課 4戸 継続
エコファーマー制
度認定農家数

5戸 2-1-1-4 農政課

農地の持つ環境保
全機能を強化し、
活用します

取り組みの課題等

貴重な自然資源で
ある農地を保全し
ます

現状維持

現状維持

現状維持

農地の持つ環境保
全機能を強化し、
活用します

現状維持

現状維持

現状維持

貴重な自然資源で
ある農地を保全し
ます

修正意見
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【取り組み方針②】：2-2　生きものの生息空間を保全し、生物多様性を確保する 【取り組み方針②】：2-2　生きものの生息空間を保全し、生物多様性を確保する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】
【町の取り組み】 2-2-1　動植物の保全と生息環境の保全 【町の取り組み】 2-2-1　動植物の保全と生息環境の保全

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

みどりの基本計画に
基づき緑や水辺を保
全・創出します。

2-2-1-1 都市計画課 継続

みどりの基本計画に
基づき緑や水辺を保
全・創出します。

2-2-1-1 都市計画課

緑地・河川・湧水等
の自然環境の維持・
保全に努めます。

2-2-1-2 環境課 継続
緑地・河川・湧水等
の自然環境の維持・
保全に努めます。

2-2-1-2 環境課

自然観察ができる場
所の整備に努めま
す。

2-2-1-3 都市計画課 継続

自然観察ができる場
所の整備に努めま
す。

2-2-1-3 都市計画課

保存樹林・樹木指定
制度等による樹林・
樹木の保全に努めま
す。

2-2-1-4 都市計画課 継続

保存樹林・樹木指定
制度等による樹林・
樹木の保全に努めま
す。

2-2-1-4 都市計画課

町民参加による樹
木・樹林の維持・管
理活動への支援を行
います。

2-2-1-5 都市計画課 継続

町民参加による樹
木・樹林の維持・管
理活動への支援を行
います。

2-2-1-5 都市計画課

外来種や有害鳥獣に
対する取り組みを進
めます。

2-2-1-6 環境課 継続
外来種や有害鳥獣に
対する取り組みを進
めます。

2-2-1-6 環境課

緑地の保全やまちの
中の緑化を推進しま
す。

2-2-1-7 都市計画課 継続
緑地の保全やまちの
中の緑化を推進しま
す。

2-2-1-7 都市計画課

定期的に町内の動植
物の生息・生育状況
を調査します

2-2-1-8 環境課 継続
定期的に町内の動植
物の生息・生育状況
を調査します

2-2-1-8 環境課

樹林地や樹木の分布
に関する実態を把握
します。

2-2-1-9 都市計画課 継続
樹林地や樹木の分布
に関する実態を把握
します。

2-2-1-9 都市計画課

自然とふれあう散策
路を整備します。

2-2-1-10 都市計画課 継続
自然とふれあう散策
路を整備します。

2-2-1-10 都市計画課

自然観察会の開催な
ど、野生動植物に関
する情報を提供し知
識の普及を進めま
す。

2-2-1-11 環境課 継続

自然観察会の開催な
ど、野生動植物に関
する情報を提供し知
識の普及を進めま
す。

2-2-1-11 環境課

環境教育・学習に係
る先進的な取り組み
事例を研究し、学校
や家庭、地域での取
り組みに反映しま
す。

2-2-1-12 学校教育課 継続

環境教育・学習に係
る先進的な取り組み
事例を研究し、学校
や家庭、地域での取
り組みに反映しま
す。

2-2-1-12 学校教育課

学校への環境学習に
係る出前授業、教材
提供を行います。

2-2-1-13 環境課 継続
学校への環境学習に
係る出前授業、教材
提供を行います。

2-2-1-13 環境課

環境イベントの実施
や環境に関する講演
会などを実施しま
す。

2-2-1-14 環境課 継続

環境イベントの実施
や環境に関する講演
会などを実施しま
す。

2-2-1-14 環境課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■生きものの生息空間を保全し、生物多様性を確保するための環境指標 ■生きものの生息空間を保全し、生物多様性を確保するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期計画へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

自然環境保全地域
面積

11.1ha 2-2-1-1 都市計画課 11.1ha 継続
自然環境保全地域
面積

11.1ha 2-2-1-1 都市計画課

保存樹林指定面積 15,338㎡ 2-2-1-2 都市計画課 14,949㎡ 継続
実績値が目標値から
かけ離れている

保存樹林指定面積
14,949㎡
(R６修正)

2-2-1-2 都市計画課
実態に即した目標値に修
正

保存樹木指定本数 47本 2-2-1-3 都市計画課 ４８本 ４９本 ５０本 31本 継続
実績値が目標値から
かけ離れている

保存樹木指定本数
31本

(R６修正)
2-2-1-3 都市計画課

32本
(R６修正)

33本
(R６修正)

34本
(R６修正)

実態に即した目標値に修
正

環境学習講座や自
然観察会の参加人
数（環境課事業）

3,756人 2-2-1-4 環境課 3,800人 3,850人 3,900人 2,015人 継続
実績値が目標値から
かけ離れている

環境学習講座や自
然観察会の参加人
数（環境課事業）

2,015人
(R６修正)

2-2-1-4 環境課
2,030人
(R6修正)

2,050人
(R6修正)

2,070人
(R6修正)

実態に即した目標値に修
正

環境教育・環境学
習を推進します。

11.1ha
（現状を維持）

15,338㎡
（現状を維持）

多様な生物が生
息・生育する環境
を保全・創出しま
す

まちの自然を知
り、触れ合い、保
全する意識の向上
を図ります

取り組みの課題等

多様な生物が生
息・生育する環境
を保全・創出しま
す

環境教育・環境学
習を推進します。

まちの自然を知
り、触れ合い、保
全する意識の向上
を図ります

修正意見

11.1ha
（現状を維持）

14,949㎡
（現状を維持・R６修正）
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）
【取り組み方針③】：2-3　歴史・文化を保全し、次世代へ継承する 【取り組み方針③】：2-3　歴史・文化を保全し、次世代へ継承する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】
【町の取り組み】 2-3-1　歴史・文化環境の保全 【町の取り組み】 2-3-1　歴史・文化環境の保全

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

重要文化財や埋蔵文
化財を保全します。

2-3-1-1 教育政策課 継続
重要文化財や埋蔵文
化財を保全します。

2-3-1-1 教育政策課

貴重な町の文化遺産
を保護・継承してい
くために、町民が郷
土の歴史や伝統に対
する理解を深めると
ともに、文化財に対
する愛護意識の啓
発・普及を図りま
す。

2-3-1-2 教育政策課 継続

貴重な町の文化遺産
を保護・継承してい
くために、町民が郷
土の歴史や伝統に対
する理解を深めると
ともに、文化財に対
する愛護意識の啓
発・普及を図りま
す。

2-3-1-2 教育政策課

町の歴史に関する資
料を調査、収集、保
存し、講座や企画展
示の開催、刊行物の
発行等の情報発信を
行い、その活用を図
ります。

2-3-1-3
教育政策課
総務課（文書
館）

統廃合

町の歴史に関する資
料を調査、収集、保
存し、講座や企画展
示の開催、刊行物の
発行等の情報発信を
行い、その活用を図
ります

2-3-1-3
教育政策課
総務課（文書
館）

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■歴史・文化を保全し、次世代へ継承するための環境指標 ■歴史・文化を保全し、次世代へ継承するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

町指定重要文化財
の登録件数

21件 2-3-1-1 教育政策課 25件 26件 27件 26件 継続
目標値以上の成果と
なっている

町指定重要文化財
の登録件数

21件 2-3-1-1 教育政策課
2６件

（R６修正）
27件

（R6修正）
28件

（R6修正）
R5で目標値以上の成果となっ
ているので上方修正とした

普及啓発活動等の
参加者数

200人 2-3-1-2 教育政策課 220人 240人 260人 275人 継続
目標値以上の成果と
なっている

普及啓発活動等の
参加者数

200人 2-3-1-2 教育政策課
280人

（R6修正）
300人

（R6修正）
320人

（R6修正）
R5で目標値以上の成果となっ
ているので上方修正とした

貴重なまちの歴
史・文化を保全し
ます

下記の取り組みと重複

取り組み方針に掲げる「歴史・文化の保全」は、
目的とする範囲があまりにも広い。また当該方針
の上位の基本目標「歴史と共に育まれた自然と共
生します」に関しては、文書館の普及事業の目的
と合致する部分が非常に薄いと言わざるをえな
い。それゆえに、文書館としては、当該施策を廃
止すべきと考える。【文書館】

取り組みの課題等

貴重なまちの歴
史・文化を保全し
ます

指標もなく、2-3-1-2と似たような内容であるため廃止
【教育政策課】

　もしここに文書館の取り組みを残すのであれば、「具体
的な取り組み」欄を「自然環境に関連する町の歴史や文化
に関する資料を必要に応じ提供します。」と修正すること
も考えられるが、積極的な施策推進とはいえず、環境指標
を立てることもできないので、やはり廃止と考えざるをえ
ない。【文書館】

修正意見
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【基本目標３】：低炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策を推進します 【基本目標３】：地球温暖化防止に向けた脱炭素化及び気候変動適応の対策を推進します

【取り組み方針①】：3-1　省エネルギーを推進する 【取り組み方針①】：3-1　省エネルギーを推進する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 3-1-1　省エネルギーの推進 【町の取り組み】 3-1-1　省エネルギーの推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

町民や事業者に対し
て、広報や町ホーム
ページによる省エネ
ルギーの意識啓発を
図ります。

3-1-1-1 環境課 継続

町民や事業者に対し
て、広報や町ホーム
ページによる省エネ
ルギーの意識啓発を
図ります。

3-1-1-1 環境課

エネルギー利用の見
える化を促進しま
す。

3-1-1-2 環境課 継続

エネルギー利用の見
える化を促進しま
す。

3-1-1-2 環境課

燃料電池自動車、電
気自動車、天然ガス
自動車、ハイブリッ
ド自動車などの低公
害車や次世代自動車
の利用を促進しま
す。【再掲】

3-1-1-3 環境課 新規

燃料電池自動車、電
気自動車、天然ガス
自動車、ハイブリッ
ド自動車などの低公
害車や次世代自動車
の利用を促進しま
す。【再掲】（R6修
正）

3-1-1-3 環境課

中小事業所の環境マ
ネジメントシステム
の認証取得を支援し
ます。

3-1-1-4 産業振興課 継続

中小事業所の環境マ
ネジメントシステム
の認証取得を支援し
ます。

3-1-1-4 産業振興課

湘南エコウェーブプ
ロジェクトによる藤
沢市・茅ヶ崎市と連
携した各種取り組み
を推進します。

3-1-1-5 環境課 継続

湘南エコウェーブプ
ロジェクトによる藤
沢市・茅ヶ崎市と連
携した各種取り組み
を推進します。

3-1-1-5 環境課

企業との連携協定に
基づく環境エネル
ギー教育の出前授業
を実施します。

3-1-1-6 環境課 新規

企業との連携協定に
基づく環境エネル
ギー教育の出前授業
を実施します。（R6
新規）

3-1-1-6 環境課

地球温暖化対策実行
計画（行政編）に基
づく省エネルギー行
動の徹底を図りま
す。（空調や照明の
適正管理、節水等）

3-1-1-7 環境課 継続

地球温暖化対策実行
計画（行政編）に基
づく省エネルギー行
動の徹底を図りま
す。（空調や照明の
適正管理、節水等）

3-1-1-7 環境課

公共施設の省エネ診
断を実施します。

3-1-1-8 環境課 継続
公共施設の省エネ診
断を実施します。

3-1-1-8 環境課

企業へのさらなる普及啓発

企業との連携協定に戻づく環境教育の取
り組みを進めていくにも関わらず。環境
基本計画にその位置づけがない。

大気汚染防止につながる低公害車の利用
促進として位置付けていたが、地球温暖
化対策にも再掲で載せる必要があると考
える。

取り組みの課題等

特になし

重点プロジェクトにも記載する必要あり。

エコカーの導入は地球温暖化対策としての位置づ
けも必要と考える。

修正意見

町民、事業者に対
する省エネルギー
に対する意識啓発
を推進します

町民、事業者に対
する省エネルギー
に対する意識啓発
を推進します

町の事務事業にお
ける省エネルギー
を推進します

町の事務事業にお
ける省エネルギー
を推進します
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

公共施設におけるエ
ネルギー利用の見え
る化を推進します。

3-1-1-9 環境課 継続
公共施設におけるエ
ネルギー利用の見え
る化を推進します。

3-1-1-9 環境課

公用車におけるエコ
ドライブ等を推進す
るとともに、更新の
際にはより低公害な
自動車への移行を行
います。

3-1-1-10
環境課
財産管理課

継続

公用車におけるエコ
ドライブ等を推進す
るとともに、更新の
際にはより低公害な
自動車への移行を行
います。

3-1-1-10
環境課
財産管理課

町の実態に即した独
自の環境マネジメン
トシステムの導入を
検討します。

3-1-1-11 環境課 継続

町の実態に即した独
自の環境マネジメン
トシステムの導入を
検討します。

3-1-1-11 環境課

公共施設における省
エネ機器（設備、事
務機器）の導入を推
進します。

3-1-1-12 環境課 継続

公共施設における省
エネ機器（設備、事
務機器）の導入を推
進します。

3-1-1-12 環境課

家庭や事業所におけ
る省エネ機器の導入
を進めます。

3-1-1-13 環境課 継続
家庭や事業所におけ
る省エネ機器の導入
を進めます。

3-1-1-13 環境課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■省エネルギーを推進するための環境指標 ■省エネルギーを推進するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

町の事務事業に伴
う電気使用量
（H25実績を基
準）

5,426Mwh/年 3-1-1-1
環境課
財産管理課

5,317Mwh/
年

5,209Mwh/
年

5,100Mwh
/年

6,075Mwh
/年

継続

給食センターなど施設
の増により電気使用量
が増えて、今後の目標
の未達成が見込まれる
が、この目標値を変え
るには第２次地球温暖
化対策実行計画（行政
編）の改定が必要。

町の事務事業に伴
う電気使用量
（H25実績を基
準）

5,426Mwh
/年

3-1-1-1
環境課
財産管理課 5,317Mwh/年 5,209Mwh/年 5,100Mwh/年 現行のとおりとする。

町の事務事業に伴
うCO₂排出量
（H25実績を基
準）

2,681ｔ-CO₂ 3-1-1-2 環境課
2,252ｔ-

CO₂
1,823ｔ-CO₂

1,394ｔ-
CO₂

1,340ｔ-
CO₂

継続

R5の実績値が後期の
達成目標（R14）を
達成しているが、この
目標値を変えるには第
２次地球温暖化対策実
行計画（行政編）の改
定が必要。

町の事務事業に伴
うCO₂排出量
（H25実績を基
準）

2,681ｔ-
CO₂

3-1-1-2 環境課 2,252ｔ-CO₂ 1,823ｔ-CO₂ 1,394ｔ-CO₂ 現行のとおりとする。

上水使用量 5,992千㎥ 3-1-1-3 環境課 5,876千㎥ 継続 上水使用量 5,992千㎥ 3-1-1-3 環境課

取り組みの課題等

現状以下の維持

修正意見

（続き）
町の事務事業にお
ける省エネルギー
を推進します

省エネ機器の導入
を推進します

省エネ機器の導入
を推進します

現状以下の維持

（続き）
町の事務事業にお
ける省エネルギー
を推進します
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【取り組み方針②】：3-2　再生可能エネルギーの利用を推進する 【取り組み方針②】：3-2　再生可能エネルギーの利用を推進する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】
【町の取り組み】 3-2-1　再生可能エネルギーの利用の推進 【町の取り組み】 3-2-1　再生可能エネルギーの利用の推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

太陽光発電設備の普
及促進に係る周知啓
発を図ります。

3-2-1-1 環境課 継続
太陽光発電設備の普
及促進に係る周知啓
発を図ります。

3-2-1-1 環境課

再生可能エネルギー
の導入に関する国や
県の補助制度等の情
報を収集し町民や事
業者に広く情報提供
するとともに、町独
自の補助制度の検討
を進めます。

3-2-1-2 環境課 継続

再生可能エネルギー
の導入に関する国や
県の補助制度等の情
報を収集し町民や事
業者に広く情報提供
するとともに、町独
自の補助制度により
ゼロカーボンの推進
に資する設備等の導
入を支援します。
（R6修正）

3-2-1-2 環境課

公共施設における太
陽光発電などの再生
可能エネルギー設備
の設置を検討しま
す。

3-2-1-3 環境課 継続

公共施設における太
陽光発電などの再生
可能エネルギー設備
の設置を検討しま
す。

3-2-1-3 環境課

再生可能エネルギー
の導入に関する国や
県の補助制度等の情
報を収集し、公共施
設への導入にあたっ
て、活用が可能か検
討します。

3-2-1-4 環境課 継続

再生可能エネルギー
の導入に関する国や
県の補助制度等の情
報を収集し、公共施
設への導入にあたっ
て、活用が可能か検
討します。

3-2-1-4 環境課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■再生可能エネルギーの利用を促進するための環境指標 ■再生可能エネルギーの利用を促進するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

町の公共施設にお
ける太陽光エネル
ギー利用施設数

10箇所 3-2-1-1 環境課 11箇所 継続
町の公共施設にお
ける太陽光エネル
ギー利用施設数

10箇所 3-2-1-1 環境課

ゼロカーボンの推
進に資する設備等
のCO2削減量の目
安（町補助による
累計）

1,847t-CO2
（新規）

3-2-1-2 環境課 1,581t-CO2 2,691t-CO2 3,362t-CO2
1,847t-

CO2
新規

総合計画に位置づけた
施策指標との整合を図
る必要がある

ゼロカーボンの推
進に資する設備等
のCO2削減量の目
安（町補助による
累計）

1,847t-
CO2

（R6新規）
3-2-1-2 環境課 1,581t-CO2 2,691t-CO2 3,362t-CO2

町域の脱炭素化の進捗を測る環
境指標として設定する必要があ
るため

課題を踏まえ、左記のとおり修正する。

公共施設における
再生可能エネル
ギーの活用を図り
ます

家庭や事業所にお
ける再生可能エネ
ルギーの利用促進
に努めます 現在では補助制度の検討ではなく、ゼロ

カーボン推進対策設備等導入補助金を補
助していることから、文言を修正する必
要がある。

11箇所以上11箇所以上

公共施設における
再生可能エネル
ギーの活用を図り
ます

修正意見

家庭や事業所にお
ける再生可能エネ
ルギーの利用促進
に努めます

取り組みの課題等
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【取り組み方針③】：3-3　気候変動の影響に適応したまちをつくる 【取り組み方針③】：3-3　気候変動の影響に適応したまちをつくる

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 3-3-1　自然災害対策の推進 【町の取り組み】 3-3-1　自然災害対策の推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

河川や水路の改修、
排水施設の整備、雨
水流出水対策等を推
進します。

3-3-1-1 下水道課 継続

河川や水路の改修、
排水施設の整備、雨
水流出対策等を推進
します。

3-3-1-1 下水道課

下水道管や貯留施設
等の適切な維持管理
を行います。

3-3-1-2 下水道課 継続

下水道管や貯留施設
等の適切な維持管理
を行います。

3-3-1-2 下水道課

雨水幹線等の整備を
行います。

3-3-1-3 下水道課 統廃合 3-3-1-1 下水道課
雨水幹線等の整備を
行います。

3-3-1-3 下水道課

町民、事業者へ洪水
ハザードマップの周
知徹底を図ります。

3-3-1-4 町民安全課 継続
町民、事業者へ洪水
ハザードマップの周
知徹底を図ります。

3-3-1-4 町民安全課

水害に関する防災
意識の向上を図り
ます

地域の自主防災組織
の育成を促進し、防
災訓練などを通じ
て、町民の水害に関
する防災意識の向上
を図ります。

3-3-1-5 町民安全課 継続
水害に関する防災
意識の向上を図り
ます

地域の自主防災組織
の育成を促進し、防
災訓練などを通じ
て、町民の水害に関
する防災意識の向上
を図ります。

3-3-1-5 町民安全課

【町の取り組み】 3-3-2　健康対策の推進 【町の取り組み】 3-3-2　健康対策の推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

小中学校、福祉施設
等におけるエアコン
設置を完備するとと
もに、適切な温度設
定と機器の維持管理
に努めます。

3-3-2-1 教育施設給食課 継続

小中学校、福祉施設
等におけるエアコン
設置を完備するとと
もに、適切な温度設
定と機器の維持管理
に努めます。

3-3-2-1 教育施設給食課

熱中症予防に係る情
報提供や学習講座の
開催を推進します。

3-3-2-2 健康づくり課 継続
熱中症予防に係る情
報提供や学習講座の
開催を推進します。

3-3-2-2 健康づくり課

感染症リスクに関す
る情報提供を行いま
す。

3-3-2-3 健康づくり課 継続
感染症リスクに関す
る情報提供を行いま
す。

3-3-2-3 健康づくり課

学校教育課 継続 学校教育課

保育幼稚園課 継続 保育幼稚園課

取り組みの課題等

熱中症対策を推進
します

教育施設給食課の取り組みのため、小中
学校等が対象

感染症対策を推進
します 学校や保育所、幼稚

園等における園児や
児童の手洗い励行や
給食の衛生管理の徹
底を図ります。（R6
修正）

3-3-2-4

「保育所、」を追加

修正意見

熱中症対策を推進
します

左記のとおり修正

3-3-1-1に含まれる内容のため廃止

水害対策を推進し
ます

3-3-1-1と3-3-1-3の内容が同じ

水害対策を推進し
ます

取り組みの課題等 修正意見

感染症対策を推進
します 学校や幼稚園等にお

ける園児や児童の手
洗い励行や給食の衛
生管理の徹底を図り
ます。

3-3-2-4
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【町の取り組み】 3-3-3　気候変動に伴う自然環境との関わりの把握 【町の取り組み】 3-3-3　気候変動に伴う自然環境との関わりの把握

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

定期的に町内の動植
物の生息・生育状況
を調査します。【再
掲】

3-3-3-1 環境課 継続

定期的に町内の動植
物の生息・生育状況
を調査します。【再
掲】

3-3-3-1 環境課

気候変動と生態系の
変化に係る情報収集
と提供に努めます。

3-3-3-2 環境課 継続
気候変動と生態系の
変化に係る情報収集
と提供に努めます。

3-3-3-2 環境課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■気候変動の影響に適応したまちをつくるための環境指標 ■気候変動の影響に適応したまちをつくるための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

自主防災訓練の実
施回数

21回 3-3-1-1 町民安全課 22回 継続
自主防災訓練の実
施回数

21回 3-3-1-1 町民安全課

取り組みの課題等 修正意見

生態系の変化を把
握します

生態系の変化を把
握します

22回 22回
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【基本目標４】：資源が循環する仕組みを構築します 【基本目標４】：資源が循環する仕組みを構築します

【取り組み方針①】：4-1　ごみの減量化や資源化を推進する 【取り組み方針①】：4-1　ごみの減量化や資源化を推進する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 4-1-1　４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の推進 【町の取り組み】 4-1-1　３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）＋リニューアブルの推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

生ごみ処理器（機）
を普及推進するため
の広報を拡大しま
す。

4-1-1-1 環境課 継続

生ごみ処理器（機）
を普及推進するため
の広報を拡大しま
す。

4-1-1-1 環境課

生ごみ処理機器の設
置補助等によるごみ
減量化を推進しま
す。

4-1-1-2 環境課 継続

生ごみ処理機器の設
置補助等によるごみ
減量化を推進しま
す。

4-1-1-2 環境課

学校給食の残りの堆
肥化など、学校での
率先的なごみ減量化
を推進します。

4-1-1-3 教育施設給食課 継続

学校給食の残りの堆
肥化など、学校での
率先的なごみ減量化
を推進します。

4-1-1-3 教育施設給食課

プラスチックごみ
（レジ袋）の削減に
つながるマイバック
運動を推進します。

4-1-1-4 環境課 継続

プラスチックごみ
（レジ袋）の削減に
つながるマイバック
運動を推進します。

4-1-1-4 環境課

可燃ごみ及び廃プラ
スチック製容器包装
の有料袋の継続及び
見直しを推進しま
す。

4-1-1-5 環境課 継続

可燃ごみ及び廃プラ
スチック製容器包装
の有料袋の継続及び
見直しを推進しま
す。

4-1-1-5 環境課

事業者に対するごみ
の削減を周知啓発し
指導を強化します。

4-1-1-6 環境課 継続
事業者に対するごみ
の削減を周知啓発し
指導を強化します。

4-1-1-6 環境課

食品ロスを削減する
ための取り組みを推
進します。（3010
運動等）

4-1-1-7 環境課 継続

食品ロスを削減する
ための取り組みを推
進します。（3010
運動等）

4-1-1-7 環境課

ごみの発生抑制に関
する児童向け環境学
習へ職員を派遣しま
す。

4-1-1-8 環境課 継続

ごみの発生抑制に関
する児童向け環境学
習へ職員を派遣しま
す。

4-1-1-8 環境課

食品ロス削減などの
協力店を充実させま
す。

4-1-1-9 環境課 継続
食品ロス削減などの
協力店を充実させま
す。

4-1-1-9 産業振興課

ごみの発生量を抑
制します

取り組みの課題等 修正意見

ごみの発生量を抑
制します
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

フリーマーケットの
開催による不用品再
利用を促進します。

4-1-1-10 環境課 継続
フリーマーケットの
開催による不用品再
利用を促進します。

4-1-1-10 環境課

不用品登録制度を推
進します。

4-1-1-11 環境課 継続
不用品登録制度を推
進します。

4-1-1-11 環境課

機関紙などを通じて
より分かりやすいご
みの出し方を周知啓
発するとともに指導
を行います。

4-1-1-12 環境課 継続

機関紙などを通じて
より分かりやすいご
みの出し方を周知啓
発するとともに指導
を行います。

4-1-1-12 環境課

廃棄物の回収・再資
源化を促進します。

4-1-1-13 環境課 継続
廃棄物の回収・再資
源化を促進します。

4-1-1-13 環境課

家畜が排出する排泄
物のリサイクルを促
進します。

4-1-1-14 農政課 継続
家畜が排出する排泄
物のリサイクルを促
進します。

4-1-1-14 農政課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■ごみの減量化や資源化を推進するための環境指標 ■ごみの減量化や資源化を推進するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

一人1日当たりの
ごみ排出量

784ｇ 4-1-1-1 環境課 729ｇ 725ｇ 721ｇ 712ｇ 継続
一般廃棄物処理基
本計画の改定に伴
い、目標値を修正

一人1日当たりのご
み排出量

753ｇ
（R6修正）

4-1-1-1 環境課 729ｇ
752ｇ

（R6修正）
739ｇ

（R6修正）
左記のとおり修正。R6の
目標値は見直さない。

一人１日当たりの
家庭系ごみ排出量

612ｇ 4-1-1-2 環境課 457ｇ 453ｇ 449ｇ 554ｇ 継続

一般廃棄物処理基
本計画の改定に伴
い、目標値を修正

一人１日当たりの
家庭系ごみ排出量

604ｇ
（R6修正）

4-1-1-2 環境課 457ｇ
579ｇ

（R6修正）
565ｇ

（R6修正）
左記のとおり修正。R6の
目標値は見直さない。

リサイクル率（総
資源化量／総排出
量）

27.6% 4-1-1-3 環境課 33.3％ 35.8％ 39.9％ 27.6％ 継続
一般廃棄物処理基
本計画の改定に伴
い、目標値を修正

リサイクル率（総
資源化量／総排出
量）

29.0％
（R6修正）

4-1-1-3 環境課 33.3％
28.7％

（R6修正）
29.0％

（R6修正）
左記のとおり修正。R6の
目標値は見直さない。

一般廃棄物の年間
総排出量

13,888ｔ 4-1-1-4 環境課 12,598ｔ 12,528ｔ 12,459ｔ 12,661ｔ 継続
一般廃棄物処理基
本計画の改定に伴
い、目標値を修正

一般廃棄物の年間
総排出量

13,469t
（R6修正）

4-1-1-4 環境課 12,598ｔ
13,085ｔ
（R6修正）

12,680ｔ
（R6修正）

左記のとおり修正。R6の
目標値は見直さない。

フリーマーケット
の出店者数

186店舗 4-1-1-5 環境課 172店舗 継続

目標値が新型コロナ前
の実績値に基づいてい
るため、変更する必要
がある。

フリーマーケット
の出店者数

186店舗 4-1-1-5 環境課

238店舗／年の
維持（238店舗
は、H27年度～R
元年度の平均値

左記のとおり修正。R6の
目標値は見直さない。

「不用品登録制
度」の年間利用件
数(※成立した件
数)

31件 4-1-1-6 環境課 34件 37件 40件 15件 継続
「不用品登録制
度」の年間利用件
数(※成立した件数)

31件 4-1-1-6 環境課 34件 37件 40件

238店舗／年の維持
（238店舗は、H27年度～R元年度の平均値）

取り組みの課題等

リユース・リサイ
クルを推進します

修正意見

リユース・リサイ
クルを推進します

165店舗／年の維持
（R6修正）

（165店舗は、新型コロナを踏まえ
たR4年度～R５年度の平均値）
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【取り組み方針②】：4-2　ごみの適正管理・適正処理を推進する 【取り組み方針②】：4-2　ごみの適正管理・適正処理を推進する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 4-2-1　ごみの適正管理・適正処理の推進 【町の取り組み】 4-2-1　ごみの適正管理・適正処理の推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

ごみの適正管理を
推進します

ごみの収集回数の適
正化に努めます。

4-2-1-1 環境課 継続
ごみの適正管理を
推進します

ごみの収集回数の適
正化に努めます。

4-2-1-1 環境課

広域化計画に基づく
廃棄物の適正処理を
推進します。

4-2-1-2 環境課 継続
広域化計画に基づく
廃棄物の適正処理を
推進します。

4-2-1-2 環境課

農業用廃棄物の適正
処理を支援します。

4-2-1-3 農政課 継続
農業用廃棄物の適正
処理を支援します。

4-2-1-3 農政課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■ごみの適正管理・適正処理を推進するための環境指標 ■ごみの適正管理・適正処理を推進するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

違反ごみの収集量 5,114kg 4-2-1-1 環境課 4,900kg 4,700kg 4,500kg 7,271kg 継続 違反ごみの収集量 5,114kg 4-2-1-1 環境課 4,900kg 4,700kg 4,500kg

取り組みの課題等

ごみの適正処理を
推進します

修正意見

ごみの適正処理を
推進します
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【取り組み方針③】：4-3　水が循環するまちをつくる 【取り組み方針③】：4-3　水が循環するまちをつくる

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 4-3-1　水循環の推進 【町の取り組み】 4-3-1　水循環の推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

農政課 継続 農政課

都市計画課 継続 都市計画課

雨水の敷地内浸透の
促進を図ります。

4-3-1-2 下水道課 継続
雨水の敷地内浸透の
促進を図ります。

4-3-1-2 下水道課

道路排水の地下浸透
を図ります。

4-3-1-3 道路課 継続
道路排水の地下浸透
を図ります。

4-3-1-3 道路課

雨水貯留槽の設置
や、浄化槽の転用を
進め、雨水利用を促
進します。

4-3-1-4 下水道課 継続

雨水貯留槽の設置
や、浄化槽の転用を
進め、雨水利用を促
進します。

4-3-1-4 下水道課

地下水に係る情報
収集、情報提供を
推進します

地下水の揚水量、地
下水位の状況を把握
します。【再掲】

4-3-1-5 環境課 継続

地下水に係る情報
収集、情報提供を
推進します

地下水の揚水量、地
下水位の状況を把握
します。【再掲】

4-3-1-5 環境課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■水が循環するまちをつくるための環境指標 ■水が循環するまちをつくるための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

雨水貯留施設設置
補助件数(平成２４
年度以降の累計)

35件 4-3-1-1 下水道課 55件 71件 87件 43件 継続
雨水貯留施設設置
補助件数(平成２４
年度以降の累計)

35件 4-3-1-1 下水道課
45件

（R6修正）
53件

（R6修正）
61件

（R6修正）
近年動向（年０件から２件･相
談含む）から下方修正した。

取り組みの課題等

まちづくりにおけ
る水循環を推進し
ます

農地・樹林地を保全
し地下水の涵養を図
ります。

4-3-1-1

修正意見

まちづくりにおけ
る水循環を推進し
ます

農地・樹林地を保全
し地下水の涵養を図
ります。

4-3-1-1
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【基本目標５】：快適で住みやすい都市環境を構築します 【基本目標５】：快適で住みやすい都市環境を構築します

【取り組み方針①】：5-1　都市の中の水辺や緑を創出する 【取り組み方針①】：5-1　都市の中の水辺や緑を創出する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 5-1-1　都市の中の水辺や緑の創出の推進 【町の取り組み】 5-1-1　都市の中の水辺や緑の創出の推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

公園整備、維持管理
を進めます。

5-1-1-1 都市計画課 継続
公園整備、維持管理
を進めます。

5-1-1-1 都市計画課

街路樹など、緑地帯
の適切な維持・管理
を進めます。

5-1-1-2 道路課 継続
街路樹など、緑地帯
の適切な維持・管理
を進めます。

5-1-1-2 道路課

公共施設の緑化を進
めます。

5-1-1-3 都市計画課 継続
公共施設の緑化を進
めます。

5-1-1-3 都市計画課

町民、事業者による
緑化活動を推進しま
す。

5-1-1-4 都市計画課 継続
町民、事業者による
緑化活動を推進しま
す。

5-1-1-4 都市計画課

開発時などにおける
緑化を指導します。

5-1-1-5 都市計画課 継続
開発時などにおける
緑化を指導します。

5-1-1-5 都市計画課

河川改修工事におい
て、関係機関へ必要
に応じ環境配慮を求
めます。

5-1-1-6 都市計画課 継続

河川改修工事におい
て、関係機関へ必要
に応じ環境配慮を求
めます。

5-1-1-6 都市計画課

農業用排水路などの
整備において、水辺
環境に配慮します。

5-1-1-7 農政課 継続

農業用排水路などの
整備において、水辺
環境に配慮します。

5-1-1-7 農政課

町内の湧水地を保全
し、活用方法を検討
します。

5-1-1-8
環境課
都市計画課

継続
町内の湧水地を保全
し、活用方法を検討
します。

5-1-1-8
環境課
都市計画課

河川沿道の緑道化を
推進します。

5-1-1-9 都市計画課 継続
河川沿道の緑道化を
推進します。

5-1-1-9 都市計画課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】
■都市の中の水辺や緑を創出するための環境指標 ■都市の中の水辺や緑を創出するための環境指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

都市計画区面積に
対する緑地の割合

27.8% 5-1-1-1 都市計画課 28.20% 継続
都市計画区面積に
対する緑地の割合

27.8% 5-1-1-1 都市計画課

一人当たりの公園
面積

3.8㎡ 5-1-1-2 都市計画課 3.9㎡ 4.0㎡ 4.1㎡ 3.9㎡ 継続
一人当たりの公園
面積

3.8㎡ 5-1-1-2 都市計画課 3.9㎡ 4.0㎡ 4.1㎡

緑化活動ボラン
ティア数

12人 5-1-1-3 都市計画課 16人 20人 24人 259人 継続
緑化活動ボラン
ティア数

12人 5-1-1-3 都市計画課 16人 20人 24人

河川を活用した事
業実施回数(他団体
との連携を含む)

13回 5-1-1-4 環境課 16回 継続

R:３：７回
R４：１３回
平均：１０回だが
ここまで下げる必
要はない。

河川を活用した事
業実施回数(他団体
との連携を含む)

13回 5-1-1-4 環境課 現行のとおりとする。

小出川の多自然型
河川工法等による
整備延長

2,692.9ｍ 5-1-1-5 都市計画課 2,980ｍ 継続
小出川の多自然型
河川工法等による
整備延長

2,692.9ｍ 5-1-1-5 都市計画課

親水護岸箇所数 2箇所 5-1-1-6 都市計画課 2箇所 継続 親水護岸箇所数 2箇所 5-1-1-6 都市計画課

28.2％（現状維持）

17回／年の維持
（17回は、H27年度～R元年度の平均値）

現状より増やす

2箇所（現状維持）

公共施設における
緑の創出を推進し
ます

町民、事業者の緑
の創出を促進しま
す

潤いある水辺の創
出を推進します

取り組みの課題等

潤いある水辺の創
出を推進します

28.2％（現状維持）

17回／年の維持
（17回は、H27年度～R元年度の平均値）

現状より増やす

2箇所（現状維持）

修正意見

公共施設における
緑の創出を推進し
ます

町民、事業者の緑
の創出を促進しま
す
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【取り組み方針②】：5-2 環境に配慮した交通インフラの整備などのまちづくりを推進する 【取り組み方針②】：5-2 環境に配慮した交通インフラの整備などのまちづくりを推進する

【（１）取り組み内容】 【（１）取り組み内容】

【町の取り組み】 5-2-1　公共交通やインフラ等の整備 【町の取り組み】 5-2-1　公共交通やインフラ等の整備

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

安全で歩きやすい歩
道の整備を進めま
す。

5-2-1-1 道路課 継続
安全で歩きやすい歩
道の整備を進めま
す。

5-2-1-1 道路課

自転車が利用しやす
い環境づくりを推進
します。

5-2-1-2 町民安全課 継続
自転車が利用しやす
い環境づくりを推進
します。

5-2-1-2 町民安全課

道路課 継続 道路課

町民安全課 継続 町民安全課

幹線道路網の整備に
より、生活道路への
通過交通量を削減し
ます。【再掲】

5-2-1-4 都市計画課 継続

幹線道路網の整備に
より、生活道路への
通過交通量を削減し
ます。【再掲】

5-2-1-4 都市計画課

道路の維持補修等に
よる道路面の適正な
維持・管理に努めま
す。【再掲】

5-2-1-5 道路課 継続

道路の維持補修等に
よる道路面の適正な
維持・管理に努めま
す。【再掲】

5-2-1-5 道路課

日常の通勤・通学や
買い物などで利用し
やすい交通ネット
ワークを形成しま
す。

5-2-1-6 都市計画課 継続

日常の通勤・通学や
買い物などで利用し
やすい交通ネット
ワークを形成しま
す。

5-2-1-6 都市計画課

公共自転車駐車場の
利便性を向上し、自
転車利用を促進しま
す。

5-2-1-7 町民安全課 継続

公共自転車駐車場の
利便性を向上し、自
転車利用を促進しま
す。

5-2-1-7 町民安全課

まちの公共交通機関
の充実を図るととも
に、公共交通機関の
利用を促進します。

5-2-1-8 都市計画課 継続

まちの公共交通機関
の充実を図るととも
に、公共交通機関の
利用を促進します。

5-2-1-8 都市計画課

サイクルアンドバス
ライドの利用を促進
します。

5-2-1-9 都市計画課 継続
サイクルアンドバス
ライドの利用を促進
します。

5-2-1-9 都市計画課

取り組みの課題等

不法占有物や放置自
転車に関する取り組
みを行います。

5-2-1-3

利便性が高く、環
境負荷の低減へ繋
がる公共交通、イ
ンフラ整備を推進
します

利便性が高く、環
境負荷の低減へ繋
がる公共交通、イ
ンフラ整備を推進
します

不法占有物や放置自
転車に関する取り組
みを行います。

5-2-1-3

修正意見
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【町の取り組み】 5-2-2　地域整備における環境配慮 【町の取り組み】 5-2-2　地域整備における環境配慮

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

新たなまちづくり
にあたって環境配
慮に努めます。

ツインシティ倉見地
区の整備にあたって
は既存の農地や自然
環境との調和に配慮
するとともに、地球
環境にやさしい環境
共生都市の実現を目
指します。

5-2-2-1
倉見拠点づくり
課

継続
新たなまちづくり
にあたって環境配
慮に努めます。

ツインシティ倉見地
区の整備にあたって
は既存の農地や自然
環境との調和に配慮
するとともに、地球
環境にやさしい環境
共生都市の実現を目
指します。

5-2-2-1
倉見拠点づくり
課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■環境に配慮した交通インフラの整備などのまちづくりを推進するための指標 ■環境に配慮した交通インフラの整備などのまちづくりを推進するための指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

町道維持工事着手
率(９０路線)

93.30% 5-2-1-1 道路課 96.60% 98.90% 100% 95.94% 継続
町道維持工事着手

率(９０路線)
93.30% 5-2-1-1 道路課 96.60% 98.90% 100%

取り組みの課題等

長期的な事業のため、具体的な実施の時期等につ
いては不透明な状況が続いている。

修正意見
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資料４ー１_第３次環境基本計画の中期見直しにおける取り組み内容・環境指標確認シート_基本目標

※第３次環境基本計画（前期期間） ※第３次環境基本計画（中期期間）

【取り組み方針③】：5-3 清潔で美しいまちをつくる 【取り組み方針③】：5-3 清潔で美しいまちをつくる

【町の取り組み】 5-3-1　環境美化活動や不法投棄対策の推進 【町の取り組み】 5-3-1　環境美化活動や不法投棄対策の推進

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

ごみ集積場での散乱
を防止します。

5-3-1-1 環境課 継続
ごみ集積場での散乱
を防止します。

5-3-1-1 環境課

ポイ捨て防止の啓発
を進めます。

5-3-1-2 環境課 継続
ポイ捨て防止の啓発
を進めます。

5-3-1-2 環境課

不法投棄パトロール
を実施します。

5-3-1-3 環境課 継続
不法投棄パトロール
を実施します。

5-3-1-3 環境課

不法投棄箇所におけ
る看板設置などによ
る意識啓発活動を推
進します。

5-3-1-4 環境課 継続

不法投棄箇所におけ
る看板設置などによ
る意識啓発活動を推
進します。

5-3-1-4 環境課

寒川町住みよい環境
を守り育てるまちづ
くり条例に基づくま
ちの美化活動を推進
します。

5-3-1-5 環境課 統廃合 5-3-1-7 環境課

寒川町住みよい環境
を守り育てるまちづ
くり条例に基づくま
ちの美化活動を推進
します。

5-3-1-5 環境課

自治会・企業・学校
などでの環境美化活
動等を支援します。

5-3-1-6 環境課 継続
自治会・企業・学校
などでの環境美化活
動等を支援します。

5-3-1-6 環境課

まちぐるみ美化運動
や河川美化キャン
ペーンなどの取り組
みを推進します。

5-3-1-7 環境課 継続

まちぐるみ美化運動
や河川美化キャン
ペーンなどの取り組
みを推進します。

5-3-1-7 環境課

ペットの適正な飼養
方法について啓発し
ます。（ペットの糞
の放置禁止等）

5-3-1-8 環境課 継続

ペットの適正な飼養
方法について啓発し
ます。（ペットの糞
の放置禁止等）

5-3-1-8 環境課

【町の取り組み】 5-3-2　景観の保全 【町の取り組み】 5-3-2　景観の保全

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取
り組み体系

№
担当課

中期期間への
反映

統廃合の場
合、何と統合
するか

統廃合後の
担当課

施策の方向性 具体的な取り組み
具体的な取り組み

体系№
担当課

道路課 継続 道路課

都市整備課 廃止 都市整備課

遊休農地等を活用し
た景観作物の栽培な
どを進めます。

5-3-2-2 農政課 継続
遊休農地等を活用し
た景観作物の栽培な
どを進めます。

5-3-2-2 農政課

土地区画整理事業に
併せ地区整備計画を
策定し、秩序ある土
地利用を図ります。

5-3-2-3 都市整備課 継続

土地区画整理事業に
併せ地区整備計画を
策定し、秩序ある土
地利用を図ります。

5-3-2-3 都市整備課

【（２）環境指標】 【（２）環境指標】

■清潔で美しいまちをつくるための指標 ■清潔で美しいまちをつくるための指標

環境指標の項目
現状及び基準年度実
績値（R元年度）

環境指標体
系No

担当課
達成目標・前

期（R6)
達成目標・中

期（R10)
達成目標・
後期（R14)

R5実績値
中期期間へ
の反映

統廃合の場
合、何と統
合するか

統廃合後の担当課 環境指標の課題等 環境指標の項目

現状及び基
準年度実績
値（R元年

度）

環境指標体系No 担当課
達成目標・前期

（R6)
達成目標・中期

（R10)
達成目標・後期

（R14)
修正意見

不法投棄パトロー
ルによる不法投棄
確認箇所

3箇所 5-3-1-1 環境課 ２箇所 １箇所 ０箇所 3箇所 継続
不法投棄パトロー
ルによる不法投棄
確認箇所

3箇所 5-3-1-1 環境課 ２箇所 １箇所 ０箇所

自主的な環境美化
活動の回数

５０回 5-3-1-2 環境課 55回 60回 65回 62回 継続
自主的な環境美化
活動の回数

５０回 5-3-1-2 環境課 55回 60回 65回

環境美化活動の参
加人数(美化キャン
ペーンの参加者数
も含む)

4,580人 5-3-1-3 環境課 4,600人 4,650人 4,700人 3,403人 継続

新型コロナ後の参
加人数の減を踏ま
え、目標値を修正
する必要がある。

環境美化活動の参
加人数(美化キャン
ペーン及びまちぐ
るみ美化運動（事
業者・団体）の参
加者数も含む)

3,403人
（R6修正）

5-3-1-3 環境課
3,415人
(R６修正)

3,430人
(R６修正)

3,445人
(R６修正)

実態に即した目標値に修
正

環境美化活動の実
施団体数

41団体 5-3-1-4 環境課 46団体 49団体 52団体 55団体 継続
環境美化活動の実
施団体数

43団体 5-3-1-4 環境課 46団体 49団体 52団体

さむかわエコネッ
トの環境活動にお
ける参加人数（目
久尻川クリーン作
戦）

１８７人 5-3-1-5 環境課 200人 215人 230人 218人 継続

さむかわエコネッ
トの環境活動にお
ける参加人数（目
久尻川クリーン作
戦）

１８７人 5-3-1-5 環境課 200人 215人 230人

寒川駅北口の整備は完了しており、南口も緑
の空間の創出につながる新たな整備を行う予
定はない

取り組みの課題等

5-3-1-5の取り組みが重複

左記のため廃止

修正意見

この具体的な取り組みの内容は5-3-1-7
の取り組みに包含される。

不法投棄対策を推
進します

環境美化活動を促
進します

取り組みの課題等

散乱ごみ対策を推
進します

具体的な取り組み5-3-1-7に統合する。

環境美化活動を促
進します

不法投棄対策を推
進します

修正意見

散乱ごみ対策を推
進します

寒川駅周辺における
緑の空間の創出を推
進します。

5-3-2-1

寒川駅周辺における
緑の空間の創出を推
進します。

5-3-2-1

まちなかにおける
美しい景観を創出
します。

まちなかにおける
美しい景観を創出
します。
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